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●発行・編集●

岡谷市社会福祉協議会
〒 394-0081

岡谷市長地権現町4-11-50
☎ 24-2121
蕭 24-3555

＊
ホームページアドレス

www.okaya-shakyo.or.jp
＊

メールアドレス
info@okaya-shakyo.or.jp

みんなで築く
　みんなの福祉
　　みんなの未

（あした）

来

スローガン

＊踊り連

　8月14日（水）「第44回岡谷太鼓まつりMINAKOIわっさか」
の流し踊り部門に、今年もふれあい踊り連として参加しました。
　揃いの衣装はないけれど、心をひとつに「GOTTA みなこい
（盆唄）」と「どんどこ踊り」をみんなで、元気よく踊りました。
　ご協力ありがとうございました。

＊社会参加促進等公募提案型事業

　障害者 ･児の社会参加及び生活訓練の促進を図るために助成金を交付し、市民団体等の
活動促進と障害理解の普及啓発を図るための事業です。今年度は、川岸発信障害児療育・
社会参加支援事業「おでかけクラブ」と、指定障害福祉サービス事業所「はたらっき」の
2団体に助成金を活用していただきました。

＊ぶどう狩り

　9月 29日（日）塩尻の土田園において、ぶどう狩り、交流会と
楽しんで来ました。
　ぶどう狩りでは、ナイアガラ、デラウエアを食べ比べながら、
おしゃべりをしたり、記念写真を撮ったり、みなさん思い思い
に楽しんでいました。
　交流会は、「北国の春体操」、岡谷手話サークルとエコファお
かやのみなさんの手話コーラス、ビンゴゲームを楽しみました。

＊福祉バザー

　福祉バザーにご協力ありがとうございました。
　10月 26 日（土）諏訪湖ハイツで福祉バザーを行いました。
　売上金は 554,510 円でした。
　売上金は、福祉関係団体への助成、岡谷市障害者福祉推進実
行委員会事業など障害者福祉のために有効に活用させていただ
きます。
　たくさんの品物のご提供と、お買い上げをいただきありがと
うございました。

平成 25 年度 岡谷市障害者福祉推進実行委員会だより

川岸発信障害児療育・社会参加支援事業
おでかけクラブ

日本太鼓全国障害者大会参加
　御諏訪太鼓保存会の協力を得て障害のある青少
年を対象として結成した太鼓チーム「湖響龍夢」
は、10月 6日、東京のシビックホールで開催さ
れた日本太鼓障害者全国大会に参加。迫力ある「新
勇駒とんばね太鼓」を演奏しました。
　また、全国から集まった和太鼓チームの人たち
と交流を深めることが
できました。
　太鼓を通して社会と
つながり、普段の生活
ではできない体験をし
ました。

指定障害福祉サービス事業所
はたらっき　サマーキャンプ

　8月 11・12日、国立妙高青少年自然の家
でサマーキャンプを体験しました。
　白樺の壁掛けづくりや、一つの目標に向か
い仲間と力を合わせるオリエンテーリング、
また、専門の講師から星座のお話しを聞いた
りすることで、自然に親しみながら親睦を深
めることができまし
た。
　それぞれに自分で
やり遂げたという達
成感を得ることがで
きました。
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第10回ふれあい祭り＆ボランティア祭り
　10月 12日（土）に第 10回ふれあい祭り＆ボランティア祭りを開催し、約 600人のみなさんに参加していただ

きました。

　今年は10回目を記念して岩手県の物産市を開催したり、初の試みとして岡谷工業高校科学部のみなさんが不思

議で楽しい実験をしてくれたりと内容の濃いお祭りになりました。

　ボランティアのみなさんはもちろん、小さな子供からお年寄りまで、参加してくださったみなさんが楽しんでい

ただけるお祭りを今後も続けていきたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

さわらびと星の会のみなさん
に、沖縄民謡などの踊りを披露
していただきました。

岩手県山田町社協の五十嵐さん
から、被災地の現状についてお
話をお聞きしました。

ダンボールとタコ糸で簡単にで
きる“ぶんぶんゴマ”。オリジナル
のイラストを描いて作りました。

2色のバルーンを使い、割らな
いように気を付けながら、きれ
いな花を作りました。

＊障害者地域生活支援事業

●スポーツ
●レクリエーション

●●●絵手紙

●福祉大運動会

● 3B体操

　7月 10 日（水）諏訪湖ハイツにおいて、市内の障害者が一堂に会し、自分
の興味のある講座に参加し交流を深めました。

9月7日（土）

●ボウリング大会
12 月 7日（土）

2月 1日（土）
音楽に合わせて、体をならしな
がら器具を使い、体を楽しく動
かしました。

●●トールペイント

　障害者及び障害児がその能力適性に応じ、自立した日常生活を営むことができるよ
うに生活訓練事業・芸術文化講座開催事業・スポーツ教室開催事業・スポーツ大会開
催事業（福祉大運動会等）を実施しています。
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岡谷市有償在宅福祉サービス　協力会員募集!!
　「岡谷市有償在宅福祉サービス」は相互扶助精神に基づき、会員制による安価なサービスを提供し、

在宅福祉を充実させる事業です。

　“できることは自分でやりたいけれど、ちょっと手助けがほしい”という方に、“地域のために何か

したい”という想いを持つ方のご協力をいただき、家事援助サービスを行います。

　料理が得意、掃除が好き、話を聞くのが楽しい、お年寄りや子供が好き、体力には自信があるなど

自分の得意なことを活かせて、人に喜んでいただけたら素敵だと思う方、ぜひお電話ください！

利用会員の登録も随時受け付けています。お気軽にご相談ください。
問合せ・申込み　市社協　TEL　２４－２１２１

市社協コーディネーター

利 用 会 員 協 力 会 員

①登録・②サービス依頼
④利用券購入

サービスのしくみ

①登録
⑦利用券／交通費提出

⑥利用券/交通費を渡す

⑤サービス提供

③連絡・調整・依頼
⑧実費弁償費支払い

③連絡・調整・紹介

★サービス内容
食事の世話・衣類の洗濯
住居の掃除・話し相手
生活必需品の買い物　等

★利用料・交通費
・１時間まで　６００円
（１時間を越える場合は３０
分毎に３００円）
・交通費
（１kmあたり　２０円）

協力会員さんには、1時間あた
り 550 円と交通費をお支払い
します。

　ご家庭で不要になった福祉機器（車いす ･シルバーカー ･歩行器 ･シャワーベンチ等）
の情報を必要な方へ提供し、役立てていただく事業です。

・原則として未使用または清潔で利用可能な状態のものをご提供ください。
・交渉、物品のやり取りは当人同士で行っていただきます。
・市社協への物品登録期間は３カ月間とし、その間、物品は自己管理となります。
・譲り受けたい方がいない場合もありますので、ご了承ください。

問合せ　岡谷市社会福祉協議会　電話　２４－２１２１　FAX　２４－３５５５

差しあげます ★No.38：介護用電動ベッド
★状　態：�２年くらい使用したもので、幅100cm×長さ200cm、床から20～60cm位

高さを変えることができます。

福祉機器リサイクル事業をご利用ください！
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　「終活」とは「人生の終わりのための活動」のことを意味しますが、終活として忘れてはいけないのが相続
問題です。
　相続税法が大幅に変わり、どのように財産を遺していくかといった対策は非常に重要になり、何から手を付
ければ良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか？
　今回は、講師に上條克訓先生をお迎えし、相続税についてわかりやすく教えていただきます。参加費無料で
どなたでも参加いただけますので、多くの皆さんのご来場をお待ちしています。

★　日　時　　平成２６年３月２９日（土）　午後２時～３時３０分
★　会　場　　おかや総合福祉センター（諏訪湖ハイツ）大会議室
★　演　題　　「あなたの相続は大丈夫？　～相続税が身近なものに～」
★　講　師　　税理士会諏訪支部派遣税理士　上條税務会計事務所　上條克訓　氏
※手話・要約筆記通訳が必要な方は、ご自身で手配いただきますようお願いいたします。

詳しくは下記までお問合せください。
おかやボランティア連絡協議会　２７－７３２０（矢﨑）／岡谷市社会福祉協議会　２４－２１２１

第11回　ボランティアセミナーのお知らせ
おかやボランティア連絡協議会

参加費無料です
ぜひお越しください！

ボランティア活動保険をご存じですか?
ボランティア保険は、福祉・環境保護・災害救助ボランティア・ＮＰＯ活動など
ボランティア活動中におこる様々な事故を補償する保険です。安心して活動する
ためにも早めの手続をお勧めしています。

自動車による事故は、加入者自身のケガのみが対象となり、対人・対物事故などの
賠償責任については対象となりません。（自動車保険でのお支払いとなります。）

　 加入できる人は…
個人ボランティア、ボランティアグループ・団体、ＮＰＯ法人またはその所属の無償のボランティア

　（ただし、社会福祉協議会に登録または委嘱されることが必要です。）

※複数のボランティア団体等に在籍されている方はどこか１つの団体での加入のみで結構です。

　（複数口加入の場合でも補償はいずれか１口のみとなります。）

※対象とならないボランティア活動もありますので詳しくはお問合せください。

　 補償期間は…（平成２６年度の場合）
平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日（中途加入の場合は加入翌日から平成２７年３月３１日まで）

　 加入手続きは…
社会福祉協議会窓口へ印鑑、保険料、団体の場合は加入者名簿を持参してお越しください。

（平成２６年度の加入申込受付は３月初旬頃から開始予定です。）

　 補償の対象となる事故は…
・傷害事故…（例）�清掃ボランティア活動中に転んでけがをした。�

ボランティア活動に向かう途中に交通事故にあった。など…

・賠償事故…（例）�家事援助ボランティア活動中に誤って花瓶を落とした。�

入浴ボランティア活動中に誤ってお年寄りにケガをさせた。など…

詳しくは市社協へお問合せください。　TEL ２４－２１２１


